
　　指定給水装置工事事業者

○指定給水装置工事事業者指定申請　（新規または更新） チェック

  ◎  給水装置工事事業者指定申請書                【様式第１】

 ・法人の場合　会社の登記事項証明書（原本）　　＜３ヶ月以内に発行されたもの＞

 ・法人の場合  会社の定款コピー（個人の場合は不要）

 ・個人の場合  代表者の住民票(原本)※本籍地記載があるもの＜３か月以内に発行されたもの＞ 　

  ◎  誓約書  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 【様式第２】

  ◎  給水装置工事主任技術者選任・解任届出書   【様式第３】

 ・給水装置工事主任技術者　免状又は技術者証の原本もしくはコピー

 ・給水装置工事主任技術者の雇用が確認できるもの　※健康保険証のコピー等

  ◎  営業所の平面図及び付近の見取図

 ・営業所内部及び外観の写真　それぞれ１枚

  ◎  機械器具調書（給水装置工事が可能な機具類） 　【別表】

  ◎  指定給水装置工事事業者　確認事項

 ・研修の受講が確認できるもの

○代表者または役員の変更 チェック

  ◎  指定給水工事事業者指定事項変更届出書    【様式第10】

 ・会社の登記事項証明書（原本）　　＜３ヶ月以内に発行されたもの＞　

 ・会社の定款コピー（代表者の変更で定款の内容に変更が生じた場合）

  ◎  誓約書   【様式第２】

 ・指定給水装置工事事業者証（代表者変更の場合）

○所在地の変更 チェック

  ◎  指定給水工事事業者指定事項変更届出書    【様式第10】

 ・会社の登記事項証明書（個人の場合は住民票）

   ※住民票・・・本籍地記載があるもの　＜３ヶ月以内に発行されたもの＞

  ◎  営業所の平面図及び付近の見取図

 ・営業所内部及び外観の写真　 （内部及び外観の状態のわかるもの、それぞれ１枚）

 ・指定給水装置工事事業者証

○給水装置工事主任技術者の変更 チェック

  ◎  給水装置工事主任技術者選任・解任届    【様式第３】

 ・給水装置工事主任技術者　免状又は技術者証の原本もしくはコピー（選任の場合）

○事業の廃止、休止または再開 チェック

  ◎  指定給水工事事業者｛廃止・休止・再開｝届出書　  【様式第11】

 ・指定給水装置工事事業者証（廃止、休止の場合）

※ご不明な点がありましたら、水道課までご連絡ください。０２６６－２３－４８１１（内線１４２２）



　　 下水道排水設備指定工事店

○下水道排水設備指定工事店　申請（新規または更新） チェック

　◎　指定工事店申請書（新規・継続）   【様式第１号】

　　　　・代表者の住民票（原本）※本籍地記載があるもの　　    ＜３か月以内に発行されたもの＞

　　　　・代表者の身分証明書（原本）　　　　　　　　　　　　　　    ＜３か月以内に発行されたもの＞

　　　　・代表者の経歴書　[様式は任意]

　　　　・法人の場合　会社の登記事項証明書　　　　　    　   　 ＜３か月以内に発行されたもの＞

　　　　・法人の場合　会社の定款コピー　（個人の場合は不要）

　◎　営業所の平面図及び付近の見取図  　【様式第１号の２】

　　　　・営業所内部及び外観の写真   （内部及び外観の状態のわかるもの、それぞれ１枚）

　◎　専属責任技術者名簿（新規・継続）　  【様式第２号】

　　　　・責任技術者の専属を雇用が確認できるもの　※健康保険証のコピー等

　　　　・責任技術者証コピー

　◎　機械器具調書（下水道工事が可能な機具類）   【様式第２号の２】

○代表者の変更 チェック

　◎　指定工事店異動届     【様式第６号】

　　　　・新代表者の住民票（原本）※本籍地記載があるもの　　＜３か月以内に発行されたもの＞

　　　　・新代表者の経歴書　[様式は任意]

　　　　・法人の場合　会社の登記事項証明書　　　　　　      　 ＜３か月以内に発行されたもの＞

　　　　・会社の定款コピー（代表者の変更で定款の内容に変更が生じた場合）

　　　　・指定工事店証

○所在地の変更 チェック

　◎　指定工事店異動届     【様式第６号】

 　　・会社の登記事項証明書（個人の場合は住民票）

         ※住民票・・・本籍地記載があるもの　＜３ヶ月以内に発行されたもの＞

　◎　営業所の平面図及び付近の見取図  　【様式第１号の２】

　　　 ・営業所内部及び外観の写真　それぞれ１枚

　　　 ・指定工事店証

○専属責任技術者の変更 チェック

　◎　指定工事店異動届　 　【様式第６号】

　◎　専属責任技術者名簿（新規・継続）　  【様式第２号】

　　　 ・責任技術者の専属を雇用が確認できるもの　※健康保険証のコピー等（選任の場合）

　　　 ・責任技術者証コピー（選任の場合）

○事業の廃止または休止 チェック

  ◎  指定工事店辞退届　  【様式第５号】

　　 　・指定工事店証

※ご不明な点がありましたら、水道課までご連絡ください。０２６６－２３－４８１１（内線１４２２）


